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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不正防止手段を有し制御基板を収容する基板ケースを備えた遊技機であって、
　前記基板ケースは、互いに閉じられることで前記制御基板を収容する第１ケース部と第
２ケース部とを有し、
　前記不正防止手段は、前記第１ケース部と第２ケース部が閉じられると、前記第１ケー
ス部と第２ケース部の間に介在する複数のマイクロチップを有し、
　前記複数の各マイクロチップは、前記第２ケース部に固着される透明基板に積層された
、人間が目視可能な情報が記録される記録層と反射層と保護層、及び前記第１ケースに接
着される接着層を有し、
　前記第１ケース部と第２ケース部が開けられると、前記複数の何れかのマイクロチップ
に形成されている前記記録層と反射層が剥離されて破損されること、
　を特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記マイクロチップの記録層には、人間が目視可能ではあるが人間の目では読み取るこ
とができない微細なマイクロバーコードが光学的に記録されること、
　を特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、例えばパチンコ機、スロットマシン等の遊技機に関し、特に、不正行為を発
見して防止等するための不正防止手段を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機、スロットマシン等の遊技機は、ＣＰＵやＲＯＭ等の電子部品が搭載された
主制御基板と演出用制御基板等の各種の制御基板によって遊技動作を制御するようになっ
ている。各種の制御基板は夫々所定の基板ケース内に収容されて封印され、外部から見え
ないように、遊技機内に取り付けられている。
【０００３】
　従来の遊技機では、上述の基板ケースを封印し基板ケースの開閉を禁止するための手段
として、裏面に糊材が塗設された封印シール（封印紙）が用いられ、その糊材によって封
印シールが基板ケースの開閉部分に貼り付けられていた。ところが、糊材の接着力で封印
シールが基板ケースに貼り付けられているだけであるため、不正行為者が封印シールを破
損させることなく基板ケースから剥がし、基板ケースを開けて制御基板に搭載されている
正規のＲＯＭを不正ＲＯＭに取り替える等の不正な改造を行い、剥がした封印シールを基
板ケースの元の部分に貼り付けて他人には解らないようにして遊技行為を行う等の、不正
行為が問題となっていた。
【０００４】
　こうした不正行為の発見と防止等をより確実に行うために、ＩＣタグと呼ばれるチップ
状の電子部品を封印シールとして利用するものが提案されている（特許文献１参照）。
【０００５】
　そして、不正行為者が制御基板等を不正に改造するために基板ケースを開けると、特許
文献１に開示されているＩＣタグが不可逆的に破壊され、遊技機の管理者等が破壊された
ＩＣタグを見ることで、容易に不正行為を発見することができるようになっている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２９６２３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、上述のＩＣタグは電子回路の形成されたチップ状の電子部品であることから
、ＩＣタグを不正防止手段として利用することとすると、コスト高となる等の問題があっ
た。
【０００８】
　本発明は、こうした従来の問題に鑑みてなされたものであり、安価に製造することがで
きる不正防止手段を備えた遊技機を提供することを目的とする。また、不正行為を容易に
発見することができる不正防止手段を備えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、不正防止手段を有し制御基板を収容する基板ケースを備えた遊技機であって
、前記基板ケースは、互いに閉じられることで前記制御基板を収容する第１ケース部と第
２ケース部とを有し、前記不正防止手段は、前記第１ケース部と第２ケース部が閉じられ
ると、前記第１ケース部と第２ケース部の間に介在する複数のマイクロチップを有し、前
記複数の各マイクロチップは、前記第２ケース部に固着される透明基板に積層された、人
間が目視可能な情報が記録される記録層と反射層と保護層、及び前記第１ケースに接着さ
れる接着層を有し、前記第１ケース部と第２ケース部が開けられると、前記複数の何れか
のマイクロチップに形成されている前記記録層と反射層が剥離されて破損されること、を
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、互いに閉じられることで制御基板を収容する第１ケース部と第２ケー
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ス部との第２ケース部に複数のマイクロチップの夫々の透明基板が固着され、第１ケース
部に上記複数のマイクロチップの夫々の接着層が接着されて、それらのマイクロチップが
第１ケース部と第２ケース部との間に介在し、第１ケース部と第２ケース部が開けられる
と、少なくとも１つのマイクロチップに形成されている記録層と反射層が剥離されて破損
されることで、不正が成されたことを知らせることができる。つまり、破損された部分を
見ると、不正がなされたことを容易に発見することができる。更に、マイクロチップは安
価に製造することができ、不正防止手段の構造も安価な構造とすることができる。更に、
第１ケース部と第２ケース部との間に複数のマイクロチップを介在させて不正防止手段の
構造を実現することができるため、使い勝手の良い不正防止手段を提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の好適な実施形態について、図１～図８を参照して説明する。なお、本発明は、
パチンコ機、スロットマシン等の遊技機に広く適用することができるものであるが、本実
施形態のパチンコ機の実施形態について説明する。
　図１（ａ）は、本実施形態のパチンコ機の外観を概略的に示した斜視図、図１（ｂ）は
、パチンコ機を分解した場合の外観を概略的に示した分解斜視図である。
【００１２】
　図１（ａ）において、パチンコ機１は、遊技場の遊技島に取り付けられる機枠１ａと、
機枠１ａの前面に支持部１ｂによって回動可能に軸支された内枠１ｃと、内枠１ｃの前面
に支持部１ｂによって回動可能に軸支されたフロント扉１ｄとを有し、機枠１ａの下側部
分には、遊技球を収容するための受皿１ｅと、遊技球を打ち出すためのハンドル１ｆ等が
設けられている。
【００１３】
　遊技場では通常、施錠部（図示省略）を介して内枠１ｃとフロント扉１ｄが機枠１ａに
対して施錠され、遊技機の管理者がメンテナンス等を行うために解錠した場合に限って、
内枠１ｃとフロント扉１ｄを機枠１ａから前面へ回動させて開くことができるようになっ
ている。
【００１４】
　更に、図１（ｂ）の分解斜視図にて示すように、フロント扉１ｄには透明なガラス板１
ｇが固着され、そのガラス板１ｇを介して遊技者が内枠１ｃに設けられている遊技盤１ｈ
を見ることができるようになっている。フロント扉１ｄと遊技盤１ｈの構造についての詳
細な説明は省略するが、フロント扉１ｄの両側部分と上部には、視覚効果と音響効果を高
めるための演出用のランプとスピーカ等が設けられており、遊技盤１ｈの盤面には、複数
の入賞口、多数の遊技釘、視覚効果を高めるための演出用のランプや液晶表示パネル、ハ
ンドル１ｆによって打ち出される遊技球を遊技盤１ｈの盤面上方へ案内するためのガイド
レール等が設けられている。
【００１５】
　内枠１ｃの背面、別言すれば遊技盤１ｈの背面には、パチンコ機１における遊技動作を
全体的に集中制御等する主制御基板を収容した基板ケースと、上述の視覚効果と音響効果
を高めるために演出用のランプや液晶表示パネル、スピーカを制御する演出用制御基板を
収容した基板ケースが取り付けられている。また、主制御基板を収容した基板ケースと、
演出用制御基板を収容した基板ケースの他、遊技機１内に設けられている電源装置や遊技
球を配給するための機構等を制御するための各種制御基板を収容した基板ケースも遊技盤
１ｈの背面に取り付けられている。
【００１６】
　そして、図１（ａ）に示したように、内枠１ｃとフロント扉１ｄが機枠１ａに対して施
錠されると、それらの基板ケースは遊技機１内に収容され、外部から見ることができない
ようになっている。
【００１７】
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　次に、図２を参照して、上述の基板ケースの構造について説明する。なお、図２（ａ）
は、制御基板を収容して閉じた状態の基板ケースの外観を示す斜視図、図２（ｂ）は、基
板ケースの開いた状態を示す斜視図である。また、上述した主制御基板を収容する基板ケ
ースと、演出用制御基板を収容する基板ケースと、その他各種の制御基板を収容する基板
ケースも、基本的に同じ構造を有しているため、主制御基板３を収容する基板ケース２の
構造について、代表して説明することとする。
【００１８】
　図２（ａ）（ｂ）において、この基板ケース２は、透明なアクリル樹脂やポリカーボネ
ート樹脂等のいわゆる硬質のプラスチック材を用いて成形された箱形状のケースであり、
主制御基板３を収容する矩形状の第１ケース部４と、第１ケース部４に上方から被さるよ
うにして嵌り合う矩形状の第２ケース部５と、第１ケース部４と第２ケース部５とを回動
可能に軸支する蝶番部６とを有している。
【００１９】
　第１ケース部４には、上述した遊技盤１ｈ（図１（ａ）参照）の背面にネジ止め等によ
って固定するための複数の固定部７が形成され、第１ケース部４の矩形状の底部８には、
主制御基板３を載置して固定するための載置部９が一体成形されている。主制御基板３は
、ガラスエポキシ樹脂やベークライト樹脂等で成形された絶縁性を有する電気回路基板３
ａに、ＣＰＵとＲＯＭ、配線用のコネクタ、抵抗、コンデンサ等の電子部品が搭載され、
電気回路基板３ａに形成されている配線パターンにそれらの電子部品が半田付けされるこ
とで、所定の機能を発揮するようになっている。
【００２０】
　更に、第１ケース部４の側壁（符号省略）には複数の嵌合穴１０が形成され、第２ケー
ス部５の側壁（符号省略）には複数の舌片状の嵌合突起１１が形成されており、図２（ａ
）に示すように第１ケース部４に対して第２ケース部５が閉じられると、それらの嵌合穴
１０と嵌合突起１１とが強嵌合することで、第１，第２ケース部４，５が互いに強固に嵌
り合って主制御基板３を収容する。
【００２１】
　更に、図２（ｂ）に示すように、第１ケース部４の側壁には、複数（本実施形態では２
つ）の平板状のフランジ部１２ａ，１２ｂが形成され、第２ケース部５の側壁には、複数
（本実施形態では２つ）の平板状のフランジ部１３ａ，１３ｂが形成されている。また、
第１ケース部４に対して第２ケース部５が閉じられると、フランジ部１２ａと１３ａ、フ
ランジ部１２ｂと１３ｂが対応して接触するように、それらの各フランジ部が位置合わせ
して予め形成されている。
【００２２】
　各フランジ部１３ａ，１３ｂには、後述するマイクロチップＭＣが固着されており、第
１ケース部４に対して第２ケース部５が閉じられると、フランジ部１２ａ，１３ａの互い
に対向する面が接触すると共に、フランジ部１３ａのマイクロチップＭＣに形成されてい
る後述の接着層ＭＣｅがフランジ部１２ａの面に接着し、更にフランジ部１２ｂ，１３ｂ
の互いに対向する面が接触すると共に、フランジ部１３ｂのマイクロチップＭＣに形成さ
れている後述の接着層ＭＣｅがフランジ部１２ｂの面に接着し、これによって、各組みの
フランジ部１２ａ，１３ａと１２ｂ，１３ｂ同士が各マイクロチップＭＣを介して接着す
るようになっている。
【００２３】
　次に、図３を参照して、マイクロチップＭＣの構造及びその製造方法と、マイクロチッ
プＭＣのフランジ部１３ａ，１３ｂへの取り付け構造について説明する。なお、図３（ａ
）は、マイクロチップＭＣの構造を拡大して示す斜視図、図３（ｂ）は、マイクロチップ
ＭＣのフランジ部１３ａ，１３ｂへの取り付け構造を拡大して示す斜視図である。
【００２４】
　まず、図３（ａ）に示すように、マイクロチップＭＣは、ポリカーボネート樹脂で形成
された平板状の透明基板ＭＣａと、透明基板ＭＣａ上に積層された記録層ＭＣｂ、反射層
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ＭＣｃ、保護層ＭＣｄ、接着層ＭＣｅを有して構成されている。
【００２５】
　ここで、マイクロチップＭＣは、厚さが０．７ｍｍ程度、縦横の大きさが夫々１ｃｍ程
度となっている。透明基板ＭＣaは、マイクロチップＭＣのほぼ大半の厚みに匹敵する厚
みを有し、その厚さが０．５ｍｍ程度、縦横の大きさが夫々１ｃｍ程度となっている。
【００２６】
　記録層ＭＣｂは、スパッタ法によって透明基板ＭＣａ上に薄膜形成されたアモルファス
金属から成り、所定波長（本実施形態では、６５０ｎｍ）のレーザ光が照射されると、結
晶化から非結晶化、または非結晶化から結晶化へと状態が変化し、レーザ光によって光学
的に情報の記録と消去を繰り返すことができるようになっている。つまり、記録すべき情
報に基づいて変調した所定パワーのレーザ光を記録層ＭＣｂに照射すると、その照射した
部分が結晶化されて反射率が変化し、情報を記録することが可能となっている。また、所
定の強パワーのレーザ光を結晶化されている部分に照射して加熱してから冷却すると、結
晶状態を溶かして非結晶化させることができ、この非結晶化の状態にすることで情報を消
去することが可能となっている。このように、アモルファス金属によって薄膜形成された
記録層ＭＣｂに、レーザ光を照射することによって結晶化と非結晶化とを行うことで、情
報の記録と消去、更に情報の再起録と再消去を何回でも行うことが可能となっている。な
お、この情報の記録と消去を行うための装置については、後述することとする。
【００２７】
　反射層ＭＣｃは、金やアルミニウム等の金属薄膜から成り、紫外線硬化樹脂で成形され
た厚さが０．１ｍｍ程度の保護層ＭＣｄの面に蒸着されることで、極めて薄い金属薄膜と
して形成されている。マイクロチップの製造の際、反射層ＭＣｃと記録層ＭＣｂとを面接
触させて、保護層ＭＣｄと透明基板ＭＣａの両側から圧接することで、反射層ＭＣｃと記
録層ＭＣｂとが機械的に隙間無く接着されている。
【００２８】
　接着層ＭＣｅは、高い剥離強度を有するアクリル系粘着剤等の接着剤で形成され、保護
層ＭＣｄの裏面（反射層ＭＣｃが形成されている面とは反対側の面）に塗設されている。
【００２９】
　以上に説明した構造を有するマイクロチップＭＣが、図３（ｂ）に示すように、透明基
板ＭＣａを上、接着層ＭＣｅを下に向けて、フランジ部１３ａ，１３ｂに夫々形成されて
いる矩形状の穴１３aa，１３bb内に嵌装され、透明基板ＭＣａの周縁部と穴１３aa，１３
bbの壁面との間に充填された紫外線硬化樹脂や熱硬化樹脂等の接着剤によって固着されて
いる。更に、下に向けて穴１３aa，１３bb内に挿入された各マイクロチップＭＣの接着層
ＭＣｅが、穴１３aa，１３bbから出っ張らないように、各接着層ＭＣｅとフランジ部１３
aa，１３bbの底面とを面一にして、各透明基板ＭＣａの周縁部と穴１３aa，１３bbが、上
述の紫外線硬化樹脂や熱硬化樹脂等の接着剤によって固着されている。
【００３０】
　そして、図２（ａ）に示したように第１ケース部４に対して第２ケース部５が閉じられ
ると、図４（ａ）（ｂ）の断面図にて示すように、フランジ部１３ａに設けられたマイク
ロチップＭＣの接着層ＭＣｅがフランジ部１２ａの面に接着し、更にフランジ部１３ｂに
設けられたマイクロチップＭＣの接着層ＭＣｅがフランジ部１２ｂの面に接着し、これに
よって、各組みのフランジ部１２ａ，１３ａと１２ｂ，１３ｂ同士が各マイクロチップＭ
Ｃを介して接着する。また、フランジ部１３ａに設けられたマイクロチップＭＣの透明基
板ＭＣａは穴１３aaから外部に露出し、フランジ部１３ｂに設けられたマイクロチップＭ
Ｃの透明基板ＭＣａも穴１３bbから外部に露出する。
　そして、これらのマイクロチップＭＣとフランジ部１２ａ，１２ｂ，１３ａ，１３ｂと
の構造によって不正防止手段が実現されている。
【００３１】
　次に、マイクロチップＭＣに形成されている記録層ＭＣｂへの情報記録と消去を行うた
めの装置（以下、「情報記録再生装置」と称する）について、図５を参照して説明する。
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【００３２】
　図５に示す情報記録再生装置１００は、記録層ＭＣｂへの情報記録と消去の他、記録層
ＭＣｂに既に記録されている情報を光学的に読み取って再生する機能を有している。更に
、人間が手に持って操作することが可能な小形の装置として形成されている。
【００３３】
　情報記録再生装置１００は、所定波長（６５０ｎｍ）のレーザ光を射出するレーザダイ
オード１０１と、コリメートレンズ１０２、レーザ光の射出方向に対して直交する面にお
いてコリメートレンズ１０２を偏倚させるビームスキャン用の２軸アクチュエータ１０３
、対物レンズ１０４、対物レンズ１０４を進退移動させて自動的にフォーカシングを行う
ための１軸アクチュエータ１０５、コリメートレンズ１０２と対物レンズ１０４との間に
設けられたビームスプリッタ（ハーフミラー）１０６、集光レンズ（コリメートレンズ）
１０７、ＣＣＤ等の受光素子１０８とを備え、図示していない制御回路によって、レーザ
ダイオード１０１と２軸アクチュエータ１０３と１軸アクチュエータ１０５と受光素子１
０８とを制御するようになっている。更に、情報記録再生装置１００には、液晶表示パネ
ルが設けられており、制御回路による制御の下で後述する再生された情報等を表示するよ
うになっている。
　そして、対物レンズ１０４が収容されている鏡筒（図示省略）をマイクロチップＭＣの
透明基板ＭＣａに近接させて使用される。
【００３４】
　情報記録再生装置１００が情報を記録する際には、レーザダイオード１０１から情報を
記録するための所定パワーに設定されたレーザ光であって、記録べき情報に基づいて変調
されたレーザ光が射出される。更に、レーザ光はコリメートレンズ１０２によって平行光
とされ、ビームスプリッタ１０６を通って対物レンズ１０４で収束され、微細なスポット
光となって、透明基板ＭＣａを介して記録層ＭＣｂに照射され、そのスポット光によって
記録層ＭＣｂに情報記録が行われる。
【００３５】
　ここで、スポット光の照射によって記録層ＭＣｂから反射されてくる反射光が対物レン
ズ１０４とビームスプリッタ１０６と集光レンズ１０７を介して受光素子１０８に入射し
、上述の制御回路が受光素子１０８で検出される反射光の受光パターンに基づいて対物レ
ンズ１０４の合焦状態を判断して１軸アクチュエータ１０５を自動制御する。この自動制
御によって、対物レンズ１０４で収束されるスポット光が記録層ＭＣｂに対して合焦する
ようになっている。更に、２軸アクチュエータ１０３がコリメートレンズ１０２を所定の
ピッチ間隔ずつ偏倚させることで上述の平行光の角度を変化させ、記録層ＭＣｂに対する
スポット光の照射位置を偏倚させる。つまり、２軸アクチュエータ１０３によってスポッ
ト光を偏倚させることで、記録層ＭＣｂに対して走査させ、記録層ＭＣｂに情報を順次に
記録するようになっている。
【００３６】
　次に、情報記録再生装置１００が情報を再生する際には、レーザダイオード１０１から
情報を再生するための所定パワーに設定されたレーザ光が射出される。更に、レーザ光は
コリメートレンズ１０２によって平行光とされ、ビームスプリッタ１０６を通って対物レ
ンズ１０４で収束され、微細なスポット光となって、透明基板ＭＣａを介して記録層ＭＣ
ｂに照射される。ここで、上述した情報記録の場合と同様に、１軸アクチュエータ１０５
によるフォーカシングと、２軸アクチュエータ１０３による走査が行われることで、記録
層ＭＣｂに記憶されている情報を含んだ反射光が対物レンズ１０４に入射し、ビームスプ
リッタ１０６と集光レンズ１０７を介して受光素子１０８に入射する。そして、受光素子
１０８で時々刻々と検出される反射光の受光パターンを上述の制御回路が解析し、記憶さ
れている情報を再生（復調）して、情報記録再生装置１００に設けられている上述の液晶
表示パネルに表示する。
【００３７】
　次に、情報記録再生装置１００が情報を消去する際には、レーザダイオード１０１から
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情報を消去するための所定パワーに設定されたレーザ光が射出される。なお、アモルファ
ス金属によって薄膜形成された記録層ＭＣｂの情報記録されている部分を非結晶化するた
めには、強パワーのレーザ光が必要であるため、上述した記録または再生の際にレーザダ
イオード１０１から射出されるレーザ光よりも強パワーのレーザ光が射出される。更に、
上述した情報記録の場合と同様に、１軸アクチュエータ１０５によるフォーカシングと、
２軸アクチュエータ１０３による走査が行われることで、スポット光が透明基板ＭＣａを
介して記録層ＭＣｂの情報記録されている部分に照射され、その照射された部分を非結晶
化して情報の消去が行われる。
【００３８】
　次に、図６を参照して、マイクロチップＭＣの記録層ＭＣｂに記録される情報について
説明する。なお、図６（ａ）は、マイクロチップＭＣの記録層ＭＣｂに記録されるマイク
ロバーコードを拡大して示す説明図、図６（ｂ）はマイクロチップＭＣの記録層ＭＣｂに
記録される目視可能な情報を、透明基板ＭＣａ側から見た場合を示す説明図である。
【００３９】
　図６（ａ）に示すように、マイクロチップＭＣの記録層ＭＣｂには、微細な多数のバー
から成るマイクロバーコードが記録される。個々のバーの幅は約１μｍ程度、隣接するバ
ーとバーとの最小間隔が約２μｍに決められている。上述したレーザ光によって最小間隔
の整数倍の間隔で多数のバーを記録層ＭＣｂに記録することでマイクロバーコードが記録
され、更にバーが記録された部分とバーが記録されない部分との配列によって、意味を有
する情報が記録されるようになっている。
【００４０】
　例えば、遊技機１と基板ケース２と主制御基板３の夫々の製造番号（ＩＤ番号）、製造
メーカーの名称、製造場所、製造年月日と、マイクロチップＭＣの製造番号（ＩＤ番号）
、マイクロチップＭＣの基板ケース２における取り付け場所、その他に、遊技機１と基板
ケース２と主制御基板３とマイクロチップＭＣとを関連付ける情報（遊技機メーカや遊技
機の管理者等以外の所謂部外者には公開されない情報）などが、マイクロバーコードによ
って記録される。
【００４１】
　なお、上述した関連付ける情報については、秘密情報であることから詳細に説明するこ
とができないが、例えば、遊技機１と基板ケース２と主制御基板３とマイクロチップＭＣ
についてランダムに生成した個々の数字列Ａ(i)とＢ(j)とＣ(n）とＤ(m)を管理情報とし
、それらの数字列Ａ(i)とＢ(j)とＣ(n）とＤ(m)を組み合わせて所定の暗号キーに基づい
て暗号化し、その暗号化した情報を上述した関連付ける情報として記録する等の方法が採
られている。これにより、管理情報と上述の暗号キーに対応する復号化キーを管理してい
る遊技機の管理者等の守秘義務を有する特定の者だけが、情報記録再生装置１００を用い
て情報再生を行わなければ、遊技機１と基板ケース２と主制御基板３とマイクロチップＭ
Ｃとの関連性を知ることができず、不正行為者に対し強力な不正防止対策を講じることが
可能となっている。
【００４２】
　そして、遊技機１の管理者が、情報記録再生装置１００を用いてマイクロバーコードを
読み取り、情報記録再生装置１００に設けられている液晶表示パネルに表示されたマイク
ロバーコードの情報を見ることで、遊技機１に取り付けられている主制御基板３と基板ケ
ース２に不正な改造等が施されているか否か判断することができるようになっている。
【００４３】
　更に、上述のマイクロバーコードは微細なバーの集合であることから、人間が見ても情
報の意味を読み取ることができない。そこで、図６（ｂ）に示すように、人間が目視によ
って認識することが可能な文字や記号、図形等のパターンも、夫々のマイクロチップＭＣ
の記録層ＭＣｂに記録されている。ここで、これらのパターンは、上述した情報記録再生
装置１００によって記録され、記録層ＭＣｂに照射されるスポット光により点描画される
。つまり、１つのスポット光では極めて微細なパターンしか形成されないため、スポット
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光を２次元的に走査させて、多数の点描画を行い、その多数の微細なパターンの集合によ
って、文字や記号、図形等のパターンが記録されるようになっている。なお、図６（ｂ）
には、一例として、遊技機１と基板ケース２と主制御基板３の夫々の製造番号（ＩＤ番号
）、製造メーカーの名称、製造場所、製造年月日等が目視可能な大きさで記録された場合
が示されている。
【００４４】
　そして、第１，第２ケース部４，５が閉じられて例えば遊技機１内に設けられている場
合に、不正行為者が遊技機１を解錠して、第１，第２ケース部４，５を無理矢理にこじ開
けると、フランジ部１３ａ，１３ｂに設けられている各マイクロチップＭＣの記録層ＭＣ
ｂと反射層ＭＣｃが剥離され、記録層ＭＣｂが破損する。つまり、透明基板ＭＣａは紫外
線硬化樹脂等の接着剤によってフランジ部１３ａ，１３ｂの穴１３aa，１３bbに強固に固
着されており、記録層ＭＣｂと反射層ＭＣｃは機械的に圧着された構造となっており、保
護層ＭＣｄは接着層ＭＣｅによってフランジ部１２ａ，１２ｂの面に強固に接着されてい
るため、不正行為者が第１，第２ケース部４，５を無理矢理にこじ開けると、接着力の弱
い記録層ＭＣｂと反射層ＭＣｃが剥離されて破損する。
【００４５】
　そして、各マイクロチップＭＣの記録層ＭＣｂと反射層ＭＣｃが破損すると、それらの
記録層ＭＣｂに記録されている図６（ｂ）に例示した文字や記号、図形等の目視可能なパ
ターンも破損し、遊技機１の管理者がその破損されたパターンを見ることで、不正が成さ
れたことを知ることができる。
【００４６】
　以上に説明したように、本実施形態の遊技機１によれば、第２ケース部５の一端（具体
的にはフランジ部１３ａ，１３ｂ）にマイクロチップＭＣの透明基板ＭＣａを固着させて
おき、その第２ケース部５と主制御基板３が収容された第１ケース部４とを閉じることで
、マイクロチップＭＣに形成されている接着剤ＭＣｅを第１ケース部４の一端（具体的に
はフランジ部１２ａ，１２ｂ）に接着させることで、基板ケース２の開閉を禁止する不正
防止手段が構成されている。そして、不正行為者が基板ケース２を不正に開ける、すなわ
ち第１，第２ケース部４，５を開けると、マイクロチップＭＣに形成されている記録層Ｍ
Ｃｂと反射層ＭＣｃが剥離されて、記録層ＭＣｂが破損する。このため、遊技機１の管理
者がその破損した記録層ＭＣｂを透明基板ＭＣａを介して目視するだけで、不正が成され
たことを知ることができ、その不正に対し防止対策を講じることができる。
【００４７】
　更に、基板ケース２に複数のマイクロチップＭＣが設けられるため、不正行為者が基板
ケース２を不正に開けると、それらのマイクロチップＭＣの記録層ＭＣｂが破損すること
となる確率が高くなり、遊技機１の管理者が不正を発見する確率も高くなることから、効
果的な不正防止対策を講じることができる。
【００４８】
　また、マイクロチップＭＣは簡素な構造であり、且つ複雑な製造工程によらず製造する
ことができるため、コストの低減が可能である。例えば、図３（ａ）には単体のマイクロ
チップＭＣが示されているが、より大きな透明基板ＭＣａに、記録層ＭＣｂ、反射層ＭＣ
ｃ、保護層ＭＣｄ、接着層ＭＣｅを積層した中間生成物を製造し、その中間生成物を裁断
して多数のマイクロチップＭＣを大量生産することにより、製造コストの低減を図ること
が可能である。
【００４９】
　また、マイクロチップＭＣを第２ケース部５の一端に固着するだけで、第１，第２ケー
ス部４，５を閉じたときに、その第１，第２ケース部４，５の間にマイクロチップＭＣを
介在させた不正防止手段としての構造を実現することができ、使い勝手の向上を図ること
が可能である。
【００５０】
　また、記録層ＭＣｂに所定の情報を有するマイクロバーコードを記録しておき、そのマ
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イクロバーコードを情報記録再生装置１００によって読み取り再生することで、不正行為
が成されたか否かを確実に調べることができる。
【００５１】
　また、マイクロチップＭＣに形成されている記録層ＭＣｂは、情報の記録と消去、再起
録、再消去を行うことができるものであるため、例えば遊技機１の管理者が、情報記録再
生装置１００を用いてマイクロバーコードの情報を適宜更新したり、目視可能な文字や記
号、図形等のパターンを適宜更新することで、不正行為者の不正に対してより効果的な予
防対策を施すことが可能である。
【００５２】
　なお、以上の説明では、第２ケース部５のフランジ部１３ａ，１３ｂにマイクロチップ
ＭＣを固着しておき、第１，第２ケース部４，５が閉じられると、マイクロチップＭＣに
形成されている接着層ＭＣｅが第１ケース部４のフランジ部１２ａ，１２ｂに接着する構
造となっているが、第１ケース部４のフランジ部１２ａ，１２ｂにマイクロチップＭＣを
固着しておき、第１，第２ケース部４，５が閉じられると、マイクロチップＭＣに形成さ
れている接着層ＭＣｅが第２ケース部５のフランジ部１３ａ，１３ｂに接着する構造とし
てもよい。つまり、第１，第２ケース部４，５は便宜上の名称であり、第１ケース部４が
第２ケース部、第２ケース部５が第１ケース部であってもよい。
【００５３】
　また、以上に説明した実施形態では、基板ケース２に、２つのマイクロチップＭＣを設
けることとしているが、３つ以上のマイクロチップＭＣを設けてもよい。この場合、第１
，第２ケース部４，５に、互いに対応する３つ以上のフランジ部を形成し、第２ケース部
５に形成した各フランジ部にマイクロチップＭＣを固着してもよい。また、第１，第２ケ
ース部４，５の夫々に１つ以上のフランジ部を形成して互いに対応するように形成してお
き、第２ケース部５に形成したフランジ部に複数のマイクロチップＭＣを固着する構造と
してもよい。
【００５４】
　このように、２個上のより多くのマイクロチップＭＣが第１，第２ケース部４，５の間
に介在して、第１，第２ケース部４，５を接着する構造とすることにより、不正行為を更
に発見し易くなり、不正行為に対する効果的な防止対策を講じることができる。
【００５５】
　また、以上の説明では、主制御基板３を収容する基板ケース２に設けられた不正防止手
段の構造について代表して説明したが、演出用制御基板を収容する基板ケースや、その他
各種の制御基板を収容する基板ケースにも同様の不正防止手段の構造が適用されているた
め、それらの基板ケースが基板ケース２と同様に開けられると、不正行為を発見すること
が可能となる。
【００５６】
　また、マイクロチップＭＣの代わりに、図８に示す複数（図８では２つ）の記録層を有
するマイクロチップＭＣＤを第１，第２ケース部４，５の間に介在させるようにしてもよ
い。
【００５７】
　この複数の記録層を有するマイクロチップＭＣＤは、縦横の大きさがマイクロチップＭ
Ｃとほぼ同じサイズ（１ｃｍ程度）で形成され、厚みがマイクロチップＭＣより若干厚く
なっている。そして、ポリカーボネート樹脂で形成された透明基板ＭＣＤａに、第１記録
層ＭＣＤｂ、第１反射層ＭＣＤｃ、第１保護層（中間層とも言う）ＭＣＤｄ、第２記録層
ＭＣＤｅ、第２反射層ＭＣＤｆ、第２保護層ＭＣＤｇ、接着層ＭＣＤｈが積層されている
。
【００５８】
　第１記録層ＭＣＤｂと第２記録層ＭＣＤｅは、マイクロチップＭＣと同様に、所定波長
（６５０ｎｍ）の所定パワーのレーザ光が照射されると結晶化と非結晶化の状態に可逆変
化するアモルファス金属によって薄膜形成され、第１記録層ＭＣＤｂは透明基板ＭＣＤａ
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側にスパッタリング、第２記録層ＭＣＤｅは第１保護層（中間層）ＭＣＤｄ側にスパッタ
リングして形成されている。
　第１保護層（中間層）ＭＣＤｄと第２保護層ＭＣＤｇは、紫外線硬化樹脂で形成されて
おり、夫々スピンコート法によって極めて薄い膜として形成されている。
【００５９】
　第１反射層ＭＣＤｃと第２反射層ＭＣＤｆは、金やアルミニウム等の金属で薄膜形成さ
れ、第１反射層ＭＣＤｃは第１保護層（中間層）ＭＣＤｄ側に蒸着、第２反射層ＭＣＤｆ
は第２保護層ＭＣＤｇ側に蒸着して形成されている。
【００６０】
　そして、第１記録層ＭＣＤｂと第１反射層ＭＣＤｃを面接触させ、また、第２記録層Ｍ
ＣＤｅと第２反射層ＭＣＤｆを面接触させて、透明基板ＭＣＤａと第２保護層ＭＣＤｇの
両側から機械的に圧接することで、第１記録層ＭＣＤｂと第１反射層ＭＣＤｃとが機械的
に接着され、また、第２記録層ＭＣＤｅと第２反射層ＭＣＤｆとが機械的に接着されてい
る。
【００６１】
　第２保護層ＭＣＤｇの裏面（第２反射層ＭＣＤｆが接している面とは反対側の面）には
、高い剥離強度を有するアクリル系粘着剤等の接着剤から成る接着層ＭＣＤｈが塗設され
ている。
【００６２】
　そして、第１記録層ＭＣＤｂと第２記録層ＭＣＤｅに、マイクロコードＭＣの場合と同
様に、情報記録再生装置１００によってマイクロバーコードと目視可能なパターンが記録
されている。なお、図５に示した情報記録再生装置１００によって、第１記録層ＭＣＤｂ
と第２記録層ＭＣＤｅへのマイクロバーコードと目視可能なパターンが記録され、また再
生と消去が可能であるが、１軸アクチュエータ１０５が対物レンズ１０４を制御して、ス
ポット光を第１記録層ＭＣＤｂに合焦させることで第１記録層ＭＣＤｂへの記録と再生と
消去が行われ、また、スポット光を第２記録層ＭＣＤｅに合焦させることで第２記録層Ｍ
ＣＤｅへの記録と再生と消去が行われるようになっている。ここで、第１記録層ＭＣＤｂ
と第１反射層ＭＣＤｃが６５０ｎｍのレーザ光に対して半透明性を有しているため、スポ
ット光を第２記録層ＭＣＤｅに合焦させて記録と再生と消去が行われる。
【００６３】
　かかる構造を有するマイクロチップＭＣＤが、図３（ｂ）に示したのと同様に、透明基
板ＭＣＤａを上、接着層ＭＣＤｈを下にして、第２ケース部５のフランジ部１３ａ，１３
ｂの穴１３aa，１３bbに夫々嵌装され、夫々の透明基板ＭＣＤａの周縁部と穴１３aa，１
３bbの夫々壁面との間に紫外線硬化樹脂や熱可塑性樹脂等の接着剤が充填されて固着され
る。
【００６４】
　こうして複数のマイクロチップＭＣＤを第１，第２ケース部４，５の間に介在するよう
に取り付けて基板ケース２を閉じておくと、不正行為者が第１，第２ケース部４，５を開
けた場合に、第１記録層ＭＣＤｂと第２記録層ＭＣＤｅの少なくとも一方が破損し、その
破損した状態を遊技機１の管理者が見ることで、不正が成されたことを知ることができる
。つまり、上述したように、マイクロチップＭＣＤでは、第１記録層ＭＣＤｂと第１反射
層ＭＣＤｃとが機械的に接着され、更に第２記録層ＭＣＤｅと第２反射層ＭＣＤｆとが機
械的に接着されており、それらの接着力が弱いことから、一旦閉じられた基板ケース２が
不正に開けられると、第１記録層ＭＣＤｂと第１反射層ＭＣＤｃ、または、第２記録層Ｍ
ＣＤｅと第２反射層ＭＣＤｆの何れか一方または両方が剥離することになって破損するこ
ととなり、不正が成されたことを知ることができる。
【００６５】
　このように、複数の記録層を有するマイクロチップＭＣＤを用いても、不正が成された
ことを知ることができ、特に、複数の記録層に情報を記録することができるため、不正行
為者に対してより強力な不正防止対策を講じることができる。
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　また、マイクロチップＭＣＤも簡素な構造であり、且つ複雑な製造工程によらず製造す
ることができるため、コストの低減が可能である。
【００６６】
　また、マイクロチップＭＣＤを第２ケース部５の一端に固着するだけで、第１，第２ケ
ース部４，５を閉じたときに、その第１，第２ケース部４，５の間にマイクロチップＭＣ
Ｄを介在させた不正防止手段としての構造を実現することができ、使い勝手の向上を図る
ことが可能である。
【００６７】
　また、パチンコ機の実施形態について説明したが、本発明は、各種の制御基板を基板ケ
ース内に収容して取り付けが行われる遊技機全般に適用することができ、例えばスロット
マシン等にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】図１（ａ）は、実施形態に係るパチンコ機の外観を概略的に示した斜視図、図１
（ｂ）は、図１（ａ）に示したパチンコ機を分解した場合の外観を概略的に示した分解斜
視図である。
【図２】図２（ａ）は、制御基板を収容して閉じた状態の基板ケースの外観を示す斜視図
、図２（ｂ）は、基板ケースの開いた状態を示す斜視図である。
【図３】図３（ａ）は、マイクロチップの構造を拡大して示す斜視図、図３（ｂ）は、マ
イクロチップのフランジ部への取り付け構造を拡大して示す斜視図である。
【図４】図４（ａ）（ｂ）は、複数のマイクロチップが設けられている第１ケース部と第
２ケース部が閉じられたときの各マイクロチップの機能等を夫々説明するための断面図で
ある。
【図５】情報記録再生装置の構造を説明するための説明図である。
【図６】図６（ａ）は、マイクロチップの記録層に記録されるマイクロバーコードを拡大
して示す説明図、図６（ｂ）は、マイクロチップの記録層に記録される目視可能な情報を
、透明基板側から見た場合を示す説明図である。
【図７】図７（ａ）（ｂ）は、図４（ａ）（ｂ）に示した第１ケース部と第２ケース部が
無理矢理にこじ開けられた場合の、各マイクロチップの状態を説明するための断面図であ
る。
【図８】複数の記録層を有するマイクロチップの構造を拡大して示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…遊技機
　２…基板ケース
　３…主制御基板
　４…第１ケース部
　５…第２ケース部
　１２，１３…フランジ部
　ＭＣ…マイクロチップ
　ＭＣａ…透明基板
　ＭＣｂ…記録層
　ＭＣｃ…反射層
　ＭＣｄ…保護層
　ＭＣｅ…接着層
　ＭＣＤ…複数の記録層を有するマイクロチップ
　ＭＣＤａ…透明基板
　ＭＣＤｂ…第１記録層
　ＭＣＤｃ…第１反射層
　ＭＣＤｄ…第１保護層
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　ＭＣＤｅ…第２記録層
　ＭＣＤｆ…第２反射層
　ＭＣＤｇ…第２保護層
　ＭＣＤｈ…接着層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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